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料金表 

 

通則 

 （料金等の設定） 

１ ＦＴＴＨサービスに係る基本利用料は、ＦＴＴＨサービスの提供区間と特定事業者又は協定事業

者（以下この料金表において「協定事業者等」とします。）の提供区間とを合わせて、当社が設

定するものとします。 

２ ＦＴＴＨ電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者等又は外国の電気通信事業

者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 

３ １及び２の規定にかかわらず、協定事業者等の契約約款等に規定するところによりその協定事業

者等が定める料金については、この限りでありません。 

 

 （料金の計算方法） 

４ 当社は、月額料金（定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとしま

す。）、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算し

ます。 

５ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。 

６ 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、 

料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。 

６－２ 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

(１) (２)以外の料金 この料金表に定める税抜額（消費税相当額を加

算しない額をいいます。以下同じとします。）

により行います。 

(２) 16の但書きに掲げる料金 この料金表に定める額により行います。 

 

（月額料金の日割） 

７ 月額料金の日割は、次のとおりとします。 

1) 2)、3）及び4)以外の場合 

  当社は、次の場合が生じたときに、月額料金の利用日数に応じて日割します。 

ア 料金月の末日以外の日にインターネットサービス若しくはＦＴＴＨ電話サービスの提供を開

始した、又は基本契約に係るＦＴＴＨサービスの利用を可能としたとき。 

イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。 

ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき

（この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用し

ます。）。 

エ 約款第 49 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定又は同条第３項第２号の表

の規定に該当するとき。 

オ 起算日の変更があったとき。 

2) 当社は、料金表第２（付加機能利用料）に定める特定の付加機能については、約款第 49 条

（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の規定又は同条第３項第２号の表の規定に該当す

るときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。 

 

（注）７の第２号の「特定の付加機能」は、発信電気通信番号表示サービス、発信電気通信番号通知

要請サービス、迷惑電話拒絶サービス、着信用通信路設定サービス、発信電気通信番号通信中表



 

 

示サービス及び着信転送サービスとします。 

 

3） 当社は、料金表第１（基本料金）１（適用）11)欄又は 12 欄)に規定する基本利用料の減額に

ついては、料金月の初日から末日までの利用があったものとして日割します。 

 

８ ７の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、約款第

49 条（定額利用料の支払義務）第２項第２号の表の１欄又は同条第３項第２号の表の１欄に規定

する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日

とみなします。 

 

 （端数処理） 

９ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数

を切り捨てます。 

 

 （料金等の支払い） 

10 基本契約者又は利用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、

当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。 

11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定め

る順序で充当します。 

 

  （少額料金の翌月払い） 

13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が 3,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金

を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。 

 

  （料金の一括後払い） 

14 当社は、13 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、基本契約者又は利用契約者の承諾

を得て、２ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあ

ります。 

 

 （前受金） 

15 当社は、料金又は工事に関する費用について、基本契約者又は利用契約者の要請があったときは、

当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

（注）15 の「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かること

をいいます。 

 

 （消費税相当額の加算） 

16 約款第49条（定額利用料の支払義務）から約款第 52条（手続きに関する料金及び工事費の支払

義務）までの規定その他約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを

要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を

加算した額とします。 

  ただし、ＦＴＴＨ電話サービス（外国との音声通信に係るものに限ります。）に係る利用料につ

いては、この限りでありません。 

 （注）この料金表に定める税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）



 

 

に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。 

 

 （料金等の臨時減免） 

17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料金表の定めにかかわらず、

臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

 

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のＦＴＴＨサービス取扱所に掲示する等の方法に

より、その旨を周知します。 

 

 （最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用） 

18 削除 

19 削除  

 

 

 （ＫＤＤＩまとめて請求に係る取扱い） 

20 特定事業者の「ＫＤＤＩまとめて請求」に係る取扱い規約（以下「ＫＤＤＩまとめて請求規約」

といいます。）に定める「ＫＤＤＩまとめて請求」が適用されている場合は、この約款の規定に

かかわらず、ＫＤＤＩまとめて請求規約が適用されます。 

 

 （料金等の請求） 
21 ＦＴＴＨサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「ＷＥＢ ｄｅ 
請求書ご利用規約」ＫＤＤＩまとめて請求規約又はａｕポイントプログラム規約のほか、当社が
別に定めるところによります。 

 
 (注) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)であるときは、
「 請 求 に 関 す る 当 社 の 各 規 約 等 」 に 「 ご 請 求 に 関 す る お 手 続 き
（https://biz.kddi.com/support/payment/）」を含みます。 



 

 

第１ 基本利用料 
１ 適用 

 基本利用料の適用については、約款第 49条（定額利用料の支払義務）及び約款第 50条（利用

料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区分 内容 

1) タイプに係る料

金の適用 

ア 当社は、ＦＴＴＨサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表

のとおり、タイプを定めます。 

タイプⅠ タイプⅡ、タイプⅢ以外のもの 

タイプⅡ 当社が契約者グループ（当社が指定する同一の構内

又は建物内に終端があるＦＴＴＨ接続回線に係る利

用契約者からなるグループをいいます。以下同じと

します。）を設定し提供するものであって、タイプ

Ⅲ以外のもの 

タイプⅢ 当社が契約者グループを設定し提供するものであっ

て、基本契約に係る定額利用料を設定するもの 

イ 基本契約者又は利用契約者は、アのタイプの変更はできないものとし

ます。 

2) プランに係る料

金の適用 

ア 当社は、ＦＴＴＨサービス（タイプⅢのものを除きます。）に係る料

金額を適用するにあたって、下表のとおり、プラン種別を定めます。 

プラン種別 

プランⅠ プランⅡ又はプランⅢ以外のもの 

プランⅡ 次表に規定する期間のＦＴＴＨサービスの継続利用

（以下この欄において「長期継続利用」といいま

す。）の申出があった場合に適用するもの 

継続して利用する期間 

長期継続利用の申出があった日を含む料金月から

起算して 24 料金月が経過することとなる料金月

の末日まで 
 

プランⅢ 次表に規定する期間のＦＴＴＨサービスの継続利用

（以下この欄において「長期継続利用」といいま

す。）の申出があった場合に適用するもの 

継続して利用する期間 

長期継続利用の申出があった日を含む料金月から

起算して 36 料金月が経過することとなる料金月

の末日まで 
 

イ 利用契約者は、あらかじめプラン種別を選択していただきます。 

ウ アの表に規定する期間（以下「長期継続利用期間」といいます。）に

は、ＦＴＴＨサービスの利用の一時中断又は利用停止があった期間を含

みます。 

エ 長期継続利用期間は、長期継続利用の申出に基づいて当社がプランⅡ

又はプランⅢの提供を開始した日（その長期継続利用が次項の規定によ

り更新されたものであるときは、その更新があった日とします。）を含

む料金月から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料



 

 

 金月の末日をもって満了となります。 
タイプ種別 プラン種別 料金月 

タイプⅠ プランⅡ 24料金月 
プランⅢ 36料金月 

タイプⅡ プランⅡ 24料金月 

 

オ 当社は、エの規定により長期継続利用期間が満了した場合は、満了日

した日（以下「満了日」といいます。）の翌日（以下「更新日」といい

ます。）に長期継続利用期間を更新します。 

カ プランⅡまたはプランⅢの適用を受けている利用契約者は、更新日の

属する料金月、その前料金月又はその翌料金月以外に、その利用契約の

解除があった場合又はプランⅠへのプラン種別の変更があった場合に

は、次表に規定する料金を当社が定める期日までに支払っていただきま

す。 

  ただし、更新日を含む料金月又はその翌料金月に利用契約の解除があ

った場合、プランⅠへのプラン種別の変更があった場合又は当社が別に

定める場合はこの限りでありません。 

１契約ごとに 

タイプ種別 サービス名 料金額 

タイプⅠ 

 

ホーム 税抜額4,910円 

（税込額 5,401円） 

マンションギガ 税抜額3,490円 

（税込額 3,839円） 

タイプⅡ マンションV 税抜額2,890円 

（税込額 3,179円） 

マンションG 税抜額2,890円 

（税込額 3,179円） 

キ 当社は、利用契約者からの請求に基づき、アのプラン種別の変更を行

います。 

ク プラン種別の変更の請求があった場合、当社は、その請求があった日

の属する料金月の初日から変更後のプラン種別による基本利用料を適用

します。 

 ただし、タイプⅠ又はタイプⅡにおいて、プランⅡからプランⅠへの変

更又はプランⅢからの変更については、ＦＴＴＨ接続回線の新設に関す

る費用の支払いを完了していること（分割払い（第４（手続きに関する

料金及び工事費）１（適用）に定めるものをいいます。以下同じとしま

す｡)を選択している場合は、その回数に係る全ての分割支払金の支払い

を完了していることとします。以下同じとします｡)を当社が確認した場

合に限り、請求することができます。 

3) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る料金

の適用 

当社は、ＦＴＴＨ電話サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表

のとおり、ＦＴＴＨ電話サ―ビス加算額を定めます。 

ＦＴＴＨ電話

サービス加算

額 

１の料金月において、１の利用契約について提供を

受けているサービスが、ＦＴＴＨ電話のみである場

合（その料金月の末日に、インターネットサービス

の提供の開始があった場合を除きます｡)に適用する

もの。 

備考 ＦＴＴＨ電話サービス（タイプⅠに係るものに限ります。）



 

 

は、そのＦＴＴＨ電話契約者が当社とインターネット契約を締結し

ている場合に限り提供します。 
 

4) 基本利用料（基

本契約に係るもの

に限ります。）の

算定 

基本契約（タイプⅢのものに限ります。）に係る料金額は、その基本契約

に係るＦＴＴＨ接続回線の終端の設置場所と同一の構内（これに準ずる区

域内を含みます。）又は同一の建物内の戸数（以下「同一棟内戸数」とい

います。）が２０戸までの部分について基本額とし、戸数が２０戸を超え

る部分については、１戸ごとの加算額を加算して算定します。 

5) インターネット

サービスに係る料

金の適用 

当社は、インターネットサービスに係る料金額を適用するにあたって、下

表のとおり、品目を定めます。 

品目 内容 

１Ｇｂｐｓ 最大１ギガビット／秒までの符号伝送が可能 

１００Ｍｂｐｓ 最大１００メガビット ／秒までの 符号伝送が可能 

６６４Ｍｂｐｓ 最大６６４メガビット ／秒までの 符号伝送が可能 

備考 

１ インターネットサービスは、当該インターネットサービスに係る

利用者がＦＴＴＨ接続回線を使用して相互接続点に接続した後に利

用することができるものとします。 

２ インターネットサービスに係る利用者は、１に規定するもののほ

か、モバイルアクセス回線を使用して相互接続点又はアクセスポイ

ントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザＩ

Ｄ及びパスワードを送信することにより利用することができるもの

とします。 

３ インターネットサービスに係る通信は、相互接続点、ＦＴＴＨ接

続回線（協定事業者が設置するものに限ります。）の終端、アクセ

スポイント、ＮＳＰＩＸＰとの接続点又は分界点との間で行うこと

ができます。この場合において、当社は、相互接続点、アクセスポ

イント、ＮＳＰＩＸＰとの接続点又は分界点を介して接続している

電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 

４ 当社は、１のインターネット契約ごとに１のユーザＩＤを定め、

インターネット契約者にお知らせします。 

５ 当社は、１のインターネット契約ごとにインターネット契約者が

指定する１のパスワードを当社の認証装置に登録します。 

６ 当社は、インターネット契約者からパスワードの変更の請求があ

ったときは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録を行いま

す。 

７ 当社は、インターネット契約者に対し、メールアドレスを当社が

別に定めるところにより割り当てます。 

８ 当社は、インターネット契約者から請求があったときは、当社が

別に定めるところにより、電子メールの利用内容の変更を行いま

す。 

９ 電子メール容量（電子メールとして蓄積できる通信の情報量をい

ます。以下同じとします。）及び電子メールとして蓄積できる期間

は、当社が別に定めるところによります。 

10 当社は、インターネット契約者に対し、ホームページアドレス

（ホームページのアドレスをいいます。以下同じとします。）を当

社が別に定めるところにより割り当てます。 



 

 

11 ホームページ容量（ホームページとして蓄積できる情報量をいい

ます。以下同じとします。）は、当社が別に定めるところによりま

す。 

12 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないと

きその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホーム

ページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去すること

があります。 

13 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、

又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場

合は、現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止を行うこ

とがあります。 

14 当社は、13 の規定により現に蓄積しているホームページの情報の

転送の停止をされたインターネット契約者が、なおその事実を解消

しないときは、そのインターネット契約者に係るホームページの利

用の廃止を行うことがあります。 

15 12から 14までの規定により、現に蓄積しているホームページの情

報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う

場合は、当社は、あらかじめ、そのことをインターネット契約者に

お知らせします。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

16 当社は、インターネット契約者が一定期間ホームページの情報の

蓄積を行わないときは、そのインターネット契約者に係るホームペ

ージの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社は、あ

らかじめ、そのことを当該インターネット契約者にお知らせしま

す。 

17 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（12から 14まで

の規定及び 16 の規定により現に蓄積しているホームページの情報の

転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったこ

とに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いませ

ん。 

18 ＦＴＴＨ接続回線に接続することができる自営端末設備の数は、

当社が別に定めるところによります。 

（注）18 に定める自営端末設備の数は、６台までとします。なお、当

社の「ａｕ ＨＯＭＥサービス利用規約」に基づきＦＴＴＨ接続回

線に接続する自営端末設備については、その接続台数に関わらず、

１台として取り扱うものとします。 

19 １Ｇｂ／ｓの品目は、タイプⅠに限り、提供します。 

20 １００Ｍｂ／ｓの品目は、前項に該当しないものに限り、 提供し

ます。 
 



 

 

6) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る音声

通信の取扱い 

ア ＦＴＴＨ電話契約者は、当該ＦＴＴＨ電話サービスに係るＦＴＴＨ接続

回線から他のＦＴＴＨ接続回線、加入電話等設備（当社又は協定事業者

が提供する電気通信サービスに係る契約（当社が別に定めるものに限り

ます｡)に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとしま

す｡)、外国、特定衛星端末又は０５０番号（別表３に定める特定事業者

又は協定事業者に係るものに限ります｡)への発信に係る音声通信又は外

国若しくは特定衛星端末から当該ＦＴＴＨ電話サービスに係るＦＴＴＨ

接続回線への着信に係る音声通信を行うことができます。 

イ ＦＴＴＨ電話契約者は、アに規定する音声通信のほか、電気通信サー

ビスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うＦＴＴＨ

サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定

したものへの音声通信を行うことができます。 

7) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る非自

動音声通信の種別 

ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 

種別 内容 

①一般非自動

音声通信 

特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対して請

求された本邦発信の音声通信 

②第１種本邦

着信音声通

信 

外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交

換取扱者に請求する音声通信 

③第 2 種本邦

着信音声通

信 

外国から発信し本邦に着する音声通信のうち、②を

除くもの 

④削除 削除 
 

8) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る基本

利用料の算定 

ＦＴＴＨ電話サービスに係る料金額は、定額利用料に１の音声通信（6）欄

のイに規定する音声通信及び特定事業者の定める特別ＦＴＴＨ電話契約に

より提供する緊急通報を除きます。）について、２（料金額）に規定する

分数又は秒数までごとに算定した利用料を加算するものとします。 

9) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る通信

時間の測定等 

ア 自動音声通信の通信時間（6）欄のイに規定する音声通信及び特定事業

者の定める特別ＦＴＴＨ電話契約により提供する緊急通報に係る通信時

間を除きます。以下この欄において同じとします。）は、双方の電気通

信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者

又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、

その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機

器（特定事業者又は協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じ

とします。）により測定します。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻

から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 

区分 時刻 

開始時刻 請求者の電話設備（通話等の用に供される端末設備

若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するも

のと当社が認めるものをいいます。以下同じとしま

す。）が対話者等に接続され、当社電話交換局の交

換取扱者が、音声 信が設定されたこ を請求者に告げ



 

 

た時刻 

終了時刻 特定事業者の電話交換局の交換設備が請求者の電話

設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 

備考 

特定事業者の電話交換局が非自動音声通信（会議音声通信を除きま

す。）を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者

不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続

されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、

次により取り扱います。 

1) 削除 

2) 一般非自動音声通信の場合 

 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限っ 接続します。 

 

ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 

(ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由に

より、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 

(イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由に

より、音声通信を打ち切ったときは、２（料金額）に規定する秒数又

は秒数に満たない端数の通信時間 

エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の

調整は行いません。 

(ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によ

りその通信ができなかったとき。 

   ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りであり

ません。 

(イ) ＦＴＴＨ接続回線の終端において、又はその終端に接続されている

電気通信設備を介して、そのＦＴＴＨ接続回線に当社又は当社以外の

電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接

続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送

品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 

(ウ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいと

ころで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその

音声通信ができなかったとき。 

オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めに

よらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ち

にその旨を特定事業者の電話交換局に申告してください 

カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時

間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 

キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた特定事業者の電

話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間

を調整します。この場合において、当社又は特定事業者の電話交換局は

エ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 

ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによら



 

 

ない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、

その音声通信に係る請求書の発行日から起算して６ヶ月以内に限り、申

告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を

減額又は返還します。 

10) 当社の機器の

故障等により正し

く算定することが

できなかった場合

の料金の取扱い 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用

料は、次のとおりとします。 

ア 過去１年間の実績を把握することができる場合 

  当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初

日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断し

て当社の機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前 12

料金月の各料金月における１日平均の利用料が最低となる値に、算定で

きなかった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

  把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１日

平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて

得た額 

（注）イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとしま

す。 

(ア) 過去２ヶ月以上の実績を把握することができる場合 

  機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が

把握できる各料金月における１日平均の利用料が最低となる値に、算定

できなかった期間の日数を乗じて得た額 

(イ) 過去２ヶ月間の実績を把握することができない場合 

  機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が

把握できる期間における１日平均の利用料又は故障等の回復後の７日間

における１日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期

間の日数を乗じて得た額 

11) 口座振替及び

クレジットカード

による料金の支払

いを選択した場合

における基本利用

料の減額 

ア 当社は、利用契約者が料金の支払い方法として当社が別に定める金融

機関に係る口座振替又は当社が別に定めるクレジットカード会社に係る

クレジットカードによる支払いの方法を選択したときは、料金表第１

（基本料金）に定める定額利用料（タイプⅢの基本契約に係るものを除

きます。）、端末設備に係る月額料金（タイプⅢの基本契約に係るもの

を除きます。）の合計額（以下この項目で「定額利用料等の合計額」と

いいます。）を 100 円（税込 110 円）減額します。この場合において、

第 49 条（定額利用料の支払い義務）及び第 64 条（責任の制限）の適用

については、減額後の定額利用料を定額利用料とみなして取り扱いま

す。 

イ アの規定にかかわらず、定額利用料等の合計額が 100 円（税込 110

円）に満たない場合は、当該定額利用料等の合計額を減額することとし

ます。 

12) ＫＤＤＩまと

めて請求による料

金の支払いを選択

した場合における

基本利用料の減額 

ア 当社は、ＦＴＴＨサービスの利用契約について、(ア)に定める割引判

定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料

金等を減額することとします。 

(ア) 割引判定条件 

 ①その利用契約に係る料金その他の債務について、ＫＤＤＩまとめて請

求の取扱いを受けていること。 

 ②料金表第１基本利用料２料金額に定める定額利用料の請求があるこ



 

 

と。 

 ③その利用契約に係るＫＤＤＩまとめて請求の対象として、当社又はＫ

ＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サービス（それぞれの契約約款に

基づき利用を停止されているものを除きます｡)が含まれること。 

(イ) 割引対象 

  料金表第１（基本利用料）に定める定額利用料（タイプⅢの基本契約

に係るものを除きます。）。 

  

(ウ) 割引額 

区分 料金額 

１の利用契約のうち、ＦＴＴＨ

電話契約のみの契約であるもの 

税抜額100円（税込額110円） 

上記以外のもの 税抜額390円（税込額429円） 

 ただし、(イ)の料金額が（ウ）の割引額に満たない場合は、(イ)の料金

額を減額することとします。 

イ アの場合において、第 49 条（定額利用料の支払い義務）及び第 64 条

（責任の制限）の適用については、減額後の定額利用料を定額利用料と

みなして取扱います。 

ウ ＫＤＤＩまとめて請求に関するその他提供条件は、特定事業者が別に

定めるところによります。 

13) 「ＫＤＤＩま

とめて請求」によ

る料金の支払いを

選択した場合にお

ける利用料の減額

（ａｕまとめトー

ク） 

ア 当社は、ＦＴＴＨサービスの利用契約について、その料金月の当社が

別に定める日において(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすこと

を条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等を減額することとしま

す。 

(ア) 割引判定条件 
① 当社に届出のあった契約者連絡先電話番号が、当社又はＫＤＤ
Ｉ株式会社が提供する携帯電話サービス（ｐｏｖｏ2.0 通信サー
ビス契約約款又はＵＱｍ約款に基づき提供するもの並びにそれぞ
れの契約約款に基づき利用の一時休止を行っているもの及び利用
を停止されているものを除きます｡)の契約者回線に係るものであ
ること。 

②料金表第１基本利用料の２料金額に定める利用料の請求があること。 

③そのＦＴＴＨ接続回線に係るＫＤＤＩまとめて請求の対象として、当

社又はＫＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サービス（それぞれの契

約約款に基づき利用を停止されているものを除きます｡)が含まれるこ

と。 

(イ) 割引対象 

 料金表第１基本利用料の２料金額に定める利用料 

(ウ) 利用料の割引額 

①この約款に定めるＦＴＴＨ電話サービスのＦＴＴＨ接続回線若しくは

ａｕひかりビジネスサービス契約約款に定めるａｕひかりビジネスサ

ービスのａｕひかりビジネス接続回線、特定事業者のＦＴＴＨサービ

ス契約約款に定めるＦＴＴＨ電話サービスのＦＴＴＨ接続回線、ホー

ムプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話サービスの

ホームプラス電話契約者回線、ケーブルプラス電話サービス契約約款

に定める一般ケーブルプラス電話のケーブルプラス電話接続回線、ケ

ーブルプラス光電話サービス契約約款に定める一般ケーブルプラス光

電話のＦＴＴＨ接続回線、ケーブルプラスホーム電話サービス契約約



 

 

款に定めるケーブルプラスホーム電話サービスのケーブルプラスホー

ム電話契約者回線、光ダイレクトサービス契約約款に定める一般光ダ

イレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線及びａｕオフィスナン

バーサービスに係る特定装置接続回線、イントラネットＩＰ電話サー

ビス契約約款に定めるイントラネットＩＰ電話サービスのイントラネ

ットＩＰ電話利用回線、ａｕひかりビジネスサービス契約約款に定め

る一般ａｕひかりビジネスサービス（当社のａｕひかりビジネスサー

ビス契約約款に定めるａｕひかりビジネスサービスの用に供するもの

を除きます。）のａｕひかりビジネス接続回線及びマンションプラス

電話サービス契約約款に定める一般マンションプラス電話のマンショ

ンプラス電話利用回線、ＷｅｂｅｘＣａｌｌｉｎｇサービス契約約款

に定めるＷｅｂｅｘＣａｌｌｉｎｇサービスの特定装置接続回線及び

クラウドコーリングサービス契約約款に定めるクラウドコーリングサ

ービスの特定装置接続回線への通話（ただし、その通話が協定事業者

の設置した交換設備を経由したものを除きます。）、並びに協定事業

者の電気通信サービス（当社が別に定めるものに限ります｡)の電気通

信回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積

利用料。 

②当社が別に定める音声通信番号への通話（その音声通信番号に係る事

業者が当社又は特定事業者であるものに限ります。）に関する利用料

を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 

③当社又はＫＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サービスの電気通信回

線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用

料 

イ 当社は、アに規定する条件を満たさなくなったときは、アの取扱いを

終了したものとします。 

 



 

 

２ 料金額 

1) 定額利用料 

ア タイプⅠに係るもの 

定額利用料 

１ユーザコードごとに月額 

区分 料金額 

インターネットサービス 

（サービス名：ホーム） 

プランⅠ 税抜額6,400円（税込額7,040円） 

プランⅢ 税抜額5,590円（税込額6,149円） 

ＦＴＴＨ電話サービス 税抜額500円（税込額550円） 

 

１ユーザコードごとに月額 

区分 料金額 

インターネットサービス 

（サービス名：マンションギガ） 

プランⅠ 税抜額4,780円（税込額5,258円） 

プランⅡ 税抜額4,390円（税込額4,829円） 

ＦＴＴＨ電話サービス 税抜額500円（税込額550円） 

 

イ タイプⅡに係るもの 

① 定額利用料 

１ユーザコードごとに月額 

区分 料金額 

インターネットサービス 

（サービス名：マンションＶ） 

プランⅠ 税抜額4,000円（税込額4,400円） 

プランⅡ 税抜額3,790円（税込額4,169円） 

ＦＴＴＨ電話サービス 税抜額500円（税込額550円） 

インターネットサービス 

（サービス名：マンションＧ） 

プランⅠ 税抜額4,000円（税込額4,400円） 

プランⅡ 税抜額3,790円（税込額4,169円） 

ＦＴＴＨ電話サービス 税抜額500円（税込額550円） 

 

 

 

 



 

 

② ＦＴＴＨ電話サービス加算額 

１ユーザコードごとに月額 

区分 料金額 

ＦＴＴＨ電話サービス加算額 税抜額1,000円（税込額1,100円） 

 

 

ウ タイプⅢに係るもの 

① 基本契約に係るもの 

ａ 基本額 

１契約ごとに月額 

区分 料金額 

定額利用料 税抜額52,000円（税込額57,200円） 

 

ｂ 加算額 

１契約ごとに月額 

区分 料金額 

戸数が１戸ごとに 税抜額2,600円（税込額2,860円） 

 

② 利用契約に係るもの 

 定額利用料                           １ユーザコードごとに月額 

区分 料金額 

インターネットサービス － 

ＦＴＴＨ電話サービス 税抜額1,500円（税込額1,650円） 

 

 



 

 

2) 利用料（ＦＴＴＨ電話サービスに係るものに限ります。） 

ア イ及びウ以外のもの 

 

(ア) (イ)から(オ)以外のもの 

区分 料金額（３分までごとに） 

利用料 税抜額8円（税込額8.8円） 

 

(イ)  携帯電話事業者の携帯電話サービスに係る加入電話等設備へのもの 

区分 料金額（1分までごとに） 

利用料 当社又は特定事業者に係るも

の 
税抜額15.5円（税込額17.05円） 

上記以外のもの 税抜額16円（税込額 17.6円） 

 

(ウ)  削除  

 

(エ)  ワイドスターⅢ（株式会社ＮＴＴドコモがワイドスターⅢの名称で提供する衛星電話

サービスをいいます。以下同じとします｡)又はワイドスターⅡ（陸上）（株式会社ＮＴ

Ｔドコモが、ワイドスターⅡの名称で主として船舶その他海上を移動するもの以外のも

のに対して提供する衛星電話サービスであって、ＦＴＴＨ接続回線からの音声通信に係

る利用料を当社が設定するものをいいます。以下同じとします｡)に係る加入電話等設備

へのもの 

区分 料金額（30秒までごとに） 

利用料 税抜額161円（税込額177円） 

 

 

 

(オ) 別記１４（３）に定める電気通信番号に係るもの 

区分 料金額（1分までごとに） 

利用料 税抜額8円（税込額8.8円） 

 

 

 

 

イ 外国との音声通信に係るもの（国際ネットワークに係るものを除きます｡） 

(ア) 自動音声通信（外国への発信に係るものに限ります。） 

(イ)  



 

 

 利用料 

区分 料金額（１分までごとに） 

アジア１ ３０円 

アジア２ ３０円 

アジア３ ４５円 

アジア４ ６３円 

アジア５ ７２円 

アジア６ ７７円 

アジア７ １０５円 

アジア８ １０７円 

アジア９ １１３円 

アジア１０ １２７円 

アジア１１ １３０円 

アジア１２ １５３円 

アジア１３ １５９円 

アジア１４ ２１３円 

アジア１５ ２２７円 

アジア１６ ３５円 

アジア１７ ６０円 

アフリカ１ １２８円 

アフリカ２ １８０円 

アフリカ３ ２５７円 

アメリカ１ ９円 



 

 

アメリカ２ １５円 

アメリカ３ ７８円 

アメリカ４ １５７円 

アメリカ５ １１３円 

アメリカ６ １５９円 

アメリカ７ ３０円 

アメリカ８ １０５円 

アメリカ９ １１５円 

アメリカ１０ ２３０円 

オセアニア１ ５７円 

オセアニア２ ９円 

オセアニア３ ５０円 

オセアニア４ ７２円 

オセアニア５ ８０円 

オセアニア６ １１２円 

オセアニア７ １６０円 

ヨーロッパ１ ２０円 

ヨーロッパ２ ４２円 

ヨーロッパ３ ９２円 

ヨーロッパ４ １０２円 

ヨーロッパ５ １４２円 

ヨーロッパ６ ２０３円 



 

 

備考 各区分における取扱地域等は、別表２に定めるところによります。 

 

(イ) 非自動音声通信に係るもの 

区分 
料金額 

最初の３分まで 超過１分までごとに 

非自動音声通信 ２，１６０円 ４６０円 

備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表２に定めるところによります。 

 

ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの 

(ア) 自動音声通信（特定衛星端末への発信に係るものに限ります。） 

 利用料 

区分 料金額（１分までごとに） 

特定衛星端末１ ２７３円 

特定衛星端末２ ３７８円 

特定衛星端末６ ２１０円 

特定衛星端末７ ６８６円 

備考 

１ 各区分における取扱地域等は、別表２に定めるところによります。 

２ 外国へ発信する音声通信（その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われ

る通信に限ります。）の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 

(イ) 非自動音声通信 

区分 
料金額 

最初の３分まで 超過１分までごとに 

非自動音声通信 ２，１６０円 ４６０円 

備考  非自動音声通信における取扱地域は、別表２に定めるところによります。 

 

エ 国際ネットワークとの音声通信に係るもの 

 (ア) 自動音声通信（国際ネットワークへの発信に係るものに限ります｡) 

区分 料金額（１分までごとに） 

国際ネットワーク１ ２０円 

国際ネットワーク２ ９２円 



 

 

備考 各区分における取扱地域等は、別表２に定めるところによります。 

 

(イ) 非自動音声通信 

区分 
料金額 

最初の３分まで 超過１分までごとに 

非自動音声通信 ２，１６０円 ４６０円 

備考  非自動音声通信における取扱地域は、別表２に定めるところによります。 

 



 

 

第２ 付加機能利用料 

 １ 適用 

 付加機能利用料の適用については、約款第 49 条（定額利用料の支払義務）及び約款第 50 条

（利用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区分 内容 

1) ＦＴＴＨ電話サ

ービスに係る通信

時間の測定等 

ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信回線を接続して音声通信

をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器

をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状

態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器（特定事業者又は協定事

業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。）により測定し

ます。 

イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻

から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 

区分 時刻 

開始時刻 

 

請求者 電 設備が 話者に接続 れ、特定事業者の電話交換

局の交換取扱者が、音声通信 設定されたことを請求者

に告げた時刻 

終了時刻 特定事業者の電話交 局の交換設備が請求者の電話設備

から音声通信終了 信号を受信した 刻 

備考 

１ 特定事業者の電話交換局が非自動音声通信（会議音声通信を除き

ます。）を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加

入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者

に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があった

ときは、次により取り扱います。 

1) 削除 

2) 一般非自動音声通信の場合 

 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続しま

す。 

２ 特定事業者の電話交換局が会議音声通信を接続する場合におい

て、１に規定する装置又は代行業者による応答があったときは、そ

の旨を請求者に通知します。 

ウ イの規定にかかわらず、会議音声通信の中途で対話者の追加又は退去

があった場合において、その追加又は退去した対話者に係る会議音声通

信基本料又は本邦側付加料の算定を行うときは、その会議音声通信の開

始時刻又は終了時刻は次により取り扱います。 

1) 対話者を追加する場合の開始時刻 

  請求者の電話設備がその対話者に接続され、特定事業者の電話交換局

の交換取扱者がその対話者の追加を請求者に告げた時刻 

2) 対話者が退去した場合の終了時刻 

  特定事業者の電話交換局の交換設備がその対話者の電話設備から音声

通信終了の信号を受信した時刻 

エ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 

(ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由に

より、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 



 

 

(イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由に

より、音声通信を打ち切ったときは、２（料金額）に規定する秒数に

満たない端数の通信時間 

オ エの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の

調整は行いません。 

(ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によ

りその音声通信ができなかったとき。 

   ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りであり

ません。 

(イ) 契約者回線又は加入契約回線等の終端において、又はその終端に接

続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入契約回

線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

スに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、

その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなか

ったとき。 

カ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めに

よらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ち

にその旨を特定事業者の電話交換局に申告してください 

キ 当社は、カの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時

間を、エ及びオの規定に従って調整します。 

ク カの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた特定事業者の電

話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間

を調整します。この場合において、当社又は特定事業者の電話交換局は

エ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 

ケ カに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによら

ない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、

その音声通信に係る請求書の発行日から起算して６ヶ月以内に限り、申

告に応じ、キ又はクに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を

減額又は返還します。 



 

 

2) 当社の機器の故

障等により正しく

算定することがで

きなかった場合の

料金の取扱い 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用

料は、次のとおりとします。 

ア 過去１年間の実績を把握することができる場合 

  当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初

日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断し

て当社の機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前

12 料金月の各料金月における１日平均の利用料が最低となる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

  把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１日

平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて

得た額 

 

（注）イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとしま

す。 

(ア) 過去２ヶ月以上の実績を把握することができる場合 

  機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績

が把握できる各料金月における１日平均の利用料が最低となる値に、

算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

(イ) 過去２ヶ月間の実績を把握することができない場合 

  機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績

が把握できる期間における１日平均の利用料又は故障等の回復後の７

日間における１日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなか

った期間の日数を乗じて得た額 

3) 複数の付加機能

の提供を受けるこ

とを条件とする付

加機能利用料の適

用（電話オプショ

ンパックＥＸ／電

話オプションパッ 

ク） 

 

 

ア    その料金月の初日において、１のＦＴＴＨ電話契約（１のユー 

ザコードにおいて２のＦＴＴＨ電話契約を締結している場合は、 

その２のＦＴＴＨ電話契約とします。以下この欄において同じと 

します｡)について、次表に定める対象付加機能のうち異なる２以 

上の付加機能の提供を受けている場合、その１のＦＴＴＨ電話契 

約に係る対象付加機能の定額利用料の合計額（以下この(４)欄に 

おいて付加機能利用料合計額といいます｡)について、２（料金 

額）の規定にかかわらず、次表の料金額（付加機能利用料合計額 

が次表の料金額に満たない場合は、付加機能利用料合計額としま 

す｡)を適用します。  

 

１のＦＴＴＨ電話契約ごとに月額 

 

 



 

 

イ アに定める取扱いは、それぞれ次表のＦＴＴＨ電話契約に限り 

適用します。 

 

 

区分 ＦＴＴＨ電話契約 

パックⅠ 

 

当社が別に定めるホームゲートウェイ機器を利用す 

るＦＴＴＨ電話契約 

パックⅡ 上欄以外のＦＴＴＨ電話契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 対象付加機能 料金額 

パックⅠ 発信電気通信番号表示サービス、 

発信電気通信番号通知要請サービ 

ス、着信用通信路設定サービス、 

発信電気通信番号通信中表示サー 

ビス、着信転送サービス、迷惑電 

話発着信ブロックサービス（当社 

の迷惑電話発着信ブロックサービ 

ス利用規約に定めるものをいいま 

す。以下同じとします｡) 

税抜額690円 

（税込額 759円） 

パックⅡ 発信電気通信番号表示サービス、 

発信電気通信番号通知要請サービ 

ス、着信用通信路設定サービス、 

発信電気通信番号通信中表示サー 

ビス、着信転送サービス 

税抜額500円 

（税込額 550円） 

 



 

 

 ２ 料金額 

区分 単位 料金額 

ア 

 

発 

信 

電

気 

通 

信 

番 

号 

非 

通 

知 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者に

係るＦＴＴＨ接続回線から行う音声通信（特定事業者

の定める特別ＦＴＴＨ電話契約により提供する緊急通

報、その他当社が別に定める方法により行う音声通信

を除きます。）について、そのＦＴＴＨ電話契約に係

る電気通信番号を着信先へ通知しないようにするもの 

－  

備

考 

本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

 

イ 

 

発 

信 

電 

気 

通 

信 

番 

号 

表 

示 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者

がそのＦＴＴＨ電話契約に係るＦＴＴＨ接続回線へ

通知される発信電気通信番号を表示することができ

るもの（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額400円 

（税込額 440円） 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

(ウ) 当社は、本サービスを利用しているＦＴＴＨ電話契約者（以下「発信電気通信番号

表示サービス利用者」といいます。）から請求があったときは、以下この表のエ欄又は

ケ欄に掲げる追加ービスを提供します。 

 

ウ 

 

発 

信 

電 

気 

通 

信 

ＦＴＴＨ電話契約に係るＦＴＴＨ接続回線へ発信電

気通信番号が通知されない通信に対して、その発信

電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内

により自動的に応答するもの（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額200円 

（税込額 220円） 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者であって、発信電気通信番号表示サービスの提

供を受ける者に限り提供します。 

(イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応

答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 



 

 

番 

号 

通 

知 

要 

請 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

 

エ 

 

迷 

惑 

電 

話 

拒 

絶 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者

があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着

信に対して、おことわりする旨の案内により自動的

に応答するもの（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額700円 

（税込額 770円） 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者は、当社が別に定めるところに

より、あらかじめ、特定の電気通信番号を指定していただきます。 

(ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した

時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 

(エ)  本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ

ります。 

 

オ 

 

着 

信 

用 

通 

信 

路 

設 

定 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

音声通信中に他から着信がある場合に、現に通信中

の音声通信に係る通信路に加え、その着信に係る通

信路を設定する機能。（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額300円 

（税込額 330円） 

備 

考 

本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

 

カ 

 

特 

定 

音 

声 

通 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者

がそのＦＴＴＨ電話契約に係るＦＴＴＨ接続回線か

ら発信する、当社が別に定める音声通信を行うこと

ができないようにするもの 

－ － 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 当社は、そのＦＴＴＨ電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サー

ビスを廃止したものとして取り扱います。 



 

 

信 

発 

信 

規 

制 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

 

キ 

 

特 

定 

通 

信 

着 

信 

規 

制 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者

がそのＦＴＴＨ電話契約に係るＦＴＴＨ接続回線へ

着信する、当社が別に定める通信を行うことができ

ないようにするもの 

－ － 

備

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 当社は、そのＦＴＴＨ電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サー

ビスを廃止したものとして取り扱います。 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

 

 

 

 

 

ク 

 

発 

信 

電 

気 

通 

信 

番 

号 

通 

信 

中 

表 

示 

サ 

｜ 

ＦＴＴＨ電話契約（着信用通信路設定機能を利用し

ているものに限ります。）に係るＦＴＴＨ接続回線

へ通知される発信電気通信番号を通信中に表示する

ことができるもの（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額100円 

（税込額 110円） 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者であって、発信電気通信番号表示サービスの

提供を受ける者者に限り提供します。 

(イ) 本サービスを利用する場合、通信の利用状況によっては、発信電気通信番号を表

示できない場合があります。 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 



 

 

ビ 

ス 

 

 

ケ 

 

着 

信 

転 

送 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

ＦＴＴＨ電話契約に係るＦＴＴＨ接続回線に着信す

る音声通信を、自動的に他の契約者回線等（当社が

別に定めるものに限ります。以下この欄において同

じとします。）に転送ができる機能（定額利用料） 

１ＦＴＴＨ電話

契約ごとに月額 

税抜額500円 

（税込額 550円） 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 他の契約者回線等から転送されて、本サービスが適用されているＦＴＴＨ接続回線

に着信する音声通信を、他の契約者回線等へ転送することはできません。 

(ウ) 電気通信番号通知要請サービス又は迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合

は、両サービスの処理が本サービスの処理より優先します。 

(エ) 本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているＦＴ

ＴＨ接続回線への音声通信と本サービスを利用しているＦＴＴＨ接続回線から転送先の

契約者回線等への音声通信の２の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間に

ついては、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信がで

きる状態になったものとして測定することとします。 

(オ) 本サービスを利用する場合において、転送が２回以上にわたる等通常と異なる利用

態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 

(カ) 本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知される場合があ

ります。 

(キ) 当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電

話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が

必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 

(ク) 当社は、ＦＴＴＨ電話サービスの利用の一時中断を行っているＦＴＴ接続回線につ

いて、そのＦＴＴＨ接続回線の設置場所について家主等から異議の申立てがあり当社が

必要と認める場合、利用契約者にそのＦＴＴＨ接続回線の設置場所を変更していただき

ます。この場合において、利用契約者がその設置場所を変更しないときは、本サービス

の利用を中止することがあります。 

(ケ) 当社は、ＦＴＴＨ電話契約者から請求があったときは、指定のあったＦＴＴＨ電話

契約に係る本サービスについて、付加機能の提供の一時中断（その付加機能を廃止する

ことなく一時的に提供を中断することをいいます。以下同じとします｡)を行います。 

(コ) 当社は、(ケ)の規定により付加機能の提供の一時中断を行った後、ＦＴＴＨ電話契

約者から請求があったときは、指定のあったＦＴＴＨ電話契約に係る本サービスについ

て、付加機能の提供の再開を行います。 

(サ) (ケ)又は(コ)の規定により付加機能の提供の一時中断又は付加機能の提供の再開が

あった場合、本サービスに係る付加機能利用料については、第 44 条（定額利用料の支

払義務）の規定中、次表の左欄に定めるものを同表の右欄に定めるものにそれぞれ読み

替えて適用します。 

① 付加機能の提供の一時中断があった場合 
付加機能の廃止があった日 付加機能の提供の一時中断があった日 

② 付加機能の提供の再開があった場合 
付加機能の提供を開始した日 
付加機能提供開始日 

付加機能の提供を再開した日 
付加機能提供再開日 



 

 

(シ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 

(ス) 本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより

ます。 

 

コ 

 

Ｋ 

Ｄ 

Ｄ 

Ｉ 

電 

話 

ａ 

ｕ 

で 

着 

信 

確 

認 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者

に係るＦＴＴＨ接続回線への着信に係る情報（以下

この欄において「着信情報」といいます｡)を、当社

若しくはＫＤＤＩ株式会社が提供する携帯電話サー

ビス（それぞれの契約約款に定める通話を行うこと

ができるものに限ります｡)の電気通信回線又は同社

が提供する電気通信サービスを利用したＭＶＮＯサ

ービス（電気通信事業報告規則（昭和 63 年郵政省令

第 46 号。以下「報告規則」といいます｡)に定める仮

想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとし

ます｡)に係る電気通信回線（当社が別に定めるもの

に限ります。以下この欄において、あわせて「ａｕ

回線等」といいます｡)に通知する機能 

 

－ － 

備 

考 

(ア) 本サービスの利用を請求したＦＴＴＨ電話契約者は、着信情報を通知するａｕ回線

等に係る電話番号（ａｕ回線等に係るそれぞれの契約約款等に定めるものをいいます｡)

を、あらかじめ当社に届け出ていただきます。 

(イ) 着信情報とは次の通りとします。 

① 本サービスの利用の請求をしたＦＴＴＨ電話契約者に係るＦＴＴＨ接続回線に発信

した発信者電話番号 

② 着信日時 

③ 着信時の状態（応答、無応答、話中、転送） 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

 

サ 

 

番 

号 

ポ 

｜ 

タ 

ビ 

リ 

テ 

ィ 

サ 

｜ 

ビ 

ス 

この機能を利用するＦＴＴＨ電話契約者の電気通信

番号において、西日本電信電話株式会社の電気通信

事業法第 33 条第２項及び第７項に基づく指定電気通

信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番

号ポータビリティを利用することができるようにす

るもの 

－ － 

備 

考 

(ア) 本サービスは、ＦＴＴＨ電話契約者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの提供に係る協定事業者への手続きは特定事業者が行います。 

(ウ) 当社は、ＦＴＴＨ電話契約者がＦＴＴＨ接続回線の終端の場所を変更した場合に

は、この機能を廃止します。 

(エ) 協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合に

は、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 

 



 

 

第３ 相互接続番号案内料 

１ 適用 

 相互接続番号案内料の適用については、約款第 74 条（相互接続番号案内）及び約款第 75 条

（相互接続番号案内料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区分 内容 

1) 相互接続番号案

内料の設定 

相互接続番号案内料は、当社の提供区間と特定事業者及び協定事業者の提

供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 

2) 相互接続番号案

内料の免除等の取

扱い 

相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払い

を要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準

じて取り扱います。 

3) その他の取扱い 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取

り扱います。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

相互接続番号案内料 １電気通信番号ごとに 税抜額200円（税込額220円） 

 

 



 

 

第４ 手続きに関する料金及び工事費 

１ 適用 

 ＦＴＴＨサービスに係る手続きに関する料金及び工事費の適用については、第 52 条（手続き

に関する料金及び工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区分 内容 

1)  ＦＴＴＨ接続

回線の新設に関

する費用の適用 

ア ＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用について、タイプⅠ、タイプⅡの

ものは利用契約者に、タイプⅢのものは基本契約者に支払っていただきま

す。 

イ アの規定にかかわらず、次の場合には、ＦＴＴＨ接続回線の新設 

に関する費用の支払を要しません。 

(ア) 料金表第５（附帯サービスに関する料金等）に定める低速 

の品目に係るＶＤＳＬ装置等に係る料金の支払形態として、月額料 

金の支払いを要するものを選択したとき。 

(イ) そのＦＴＴＨサービスのタイプ種別がタイプⅢ（コースⅢに 

限ります｡)であるとき。 

ウ 当社は、利用契約者から請求があったときは、ＦＴＴＨ接続回線 

に関する費用（次表の左欄に定めるタイプ種別等に係るものに限り 

ます｡)について、同表の右欄に定める回数に分割した料金での適用 

（以下「分割払い」といいます｡)を行います。 

エ ウの規定にかかわらず、次の場合には分割払いの請求を承諾しな 

いことがあります。 

(ア) 分割払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、 

又は怠るおそれがあるとき。 

(イ) 分割払いの申込みをした者が当社と締結している利用契約の 

ＦＴＴＨサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、 

又は怠るおそれがあるとき。 

(ウ) 当社の業務遂行上支障があるとき。 

(エ) その他当社が不適当と判断したとき。 

オ 利用契約者は、この約款に定める支払期日までに、この約款に定 

める支払方法により、分割支払金を当社に支払うものとします。 

カ 利用契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分 

割払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行 

するものとします。 

(ア) 支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20 日以 

上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかか 

わらず、その期間内に支払わなかったとき。 

(イ) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の 

支払いを停止したとき。 

区分 回数 

タイプⅠ プランⅠ、プ

ランⅡ 

23回 

プランⅢ 35回 

タイプⅡ（インターネットサービス

限定利用に係る料金の取扱いを受け

るものを除きます｡)、 

23回 



 

 

(ウ) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受 

けたとき。 

(エ) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処 

理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたと 

き。 

(オ) 全ての利用契約の解除があったとき。 

キ ＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用の支払いを完了する前に全ての利

用契約の解除があった場合、利用契約者（タイプⅢを除きます｡)が直ちに債

務の履行を要するＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用は、次表に定める上

限額とします。 

 

上限額 

次により算出した額のいずれか高い額 

① （契約満了月数－契約月数）÷契約満了月数×２（料金額）に定め

るＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用 

② （24－契約月数）÷24×２（料金額）に定めるＦＴＴＨ接続回線の

新設に関する費用 

 

 

ク キに定める契約満了月数及び契約月数は、それぞれ次のとおりとしま

す。 
 

契約満了月数 プランⅠ 契約月数と同じ 

プランⅡ 23 

プランⅢ 35 

契約月数 そのＦＴＴＨ接続回線に係る基本利用料課金開始日

（インターネットサービスとＦＴＴＨ電話サービス

の基本利用料課金開始日が異なる場合は、いずれか

早い日とします｡)の属する料金月の翌料金月から起

算し、全ての利用契約の解除があった料金月までの

月数 

備考 基本利用料課金開始日の属する料金月以前に全ての利用契約の

解除があった場合、契約月数は０とします。 

2) 手続きに関す

る料金及び工事

費の算定 

ＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用（タイプⅢのものに限ります。）は、

同一棟内戸数が２０戸までの部分について基本額とし、戸数が２０戸を超え

る部分については、１戸ごとの加算額を加算して算定します。 

3) 利用契約締結

に関する工事費

適用 

利用契約の締結に関する工事費については、利用契約者に支払っていただき

ます。 

4) 付加機能に関

する工事費適用

除外 

付加機能に関する工事費については、利用契約者に支払っていただきます。 

5) 修理又は移設

に関する工事費

の適用 

修理又は移設に関する工事費については、利用契約者に支払っていただきま

す。 

ア 修理工事費 



 

 

 利用契約者（タイプⅠのものに限ります。）の責めに帰すべき理由によ

り、ＦＴＴＨ接続回線（ＦＴＴＨ接続回線の終端のある建物内のＦＴＴＨ

接続回線に限ります。）が故障した場合及び回線終端装置（ＦＴＴＨ接続

回線の終端に協定事業者が設置する装置をいいます。以下同じとしま

す。）が故障した場合において、その修理に要する工事に適用します。 

イ 移設工事費 

 利用契約者（タイプⅠのものに限ります。）からの請求によりＦＴＴＨ

接続回線（ＦＴＴＨ接続回線の終端のある建物内のＦＴＴＨ接続回線に限

ります。）、回線終端装置及びローゼットを移設（同一建物内で移転する

場合をいいます。）する工事に適用します。 

6) 手続きに関す

る料金及び工事

費の適用除外又

は減額適用 

当社は、２(料金額)の規定にかかわらず、手続き又は工事の態様等を勘案し

て別に定めるところにより、手続きに関する料金及び工事費の適用を除外

し、又はその料金額を減額して適用することがあります。 

 

２ 料金額 

1) ＦＴＴＨ接続回線の新設に関する費用 

ア タイプⅠ又はタイプⅡのもの 

区分 単位 料金額 

(ア) タイプⅠに係るＦＴＴ

Ｈサービス 
１ユーザコードごとに 税抜額29,900円（税込額32,890円） 

(イ) タイプⅡに係るＦＴＴ

Ｈサービス 
１ユーザコードごとに 税抜額18,000円（税込額19,800円） 

(ウ) (エ)以外のタイプⅠに係

るＦＴＴＨサービス １ユーザコードごとに 税抜額37,800円（税込額41,580円） 

(エ) タイプⅠ（カテゴリーⅢ

に係るものに限ります）に係

るＦＴＴＨサース 
１ユーザコードごとに 税抜額30,000円（税込額33,000円） 

 

 

イ タイプⅢのもの 

区分 単位 料金額 

ａ 基本額 

ｂ 加算額 

１基本契約ごとに 

１戸ごとに 

税抜額360,000円（税込額396,000円） 

税抜額18,000円（税込額19,800円） 

 

2) 利用契約の締結に関する工事費 
区分 単位 料金額 

ア インタ
ーネット
サービス 

(ア) (イ)以外の場合 １利用契約
ごとに 

税抜額 3,000円 
（税込額 3,300円） 

 
(イ) ＦＴＴＨ電話契約者又はＴＶ契
約者からの請求であって、その請求
がＦＴＴＨ電話サービス又はＴＶサ
ービスの提供を開始した日以降に行
われた場合 

１利用契約
ごとに 

税抜額 800円  
（税込額 880円） 



 

 

イ ＦＴＴ
Ｈ電話サ
ービス 

(ア) (イ)以外の場合 １利用契約
ごとに 

税抜額 3,000円  
（税込額 3,300円） 

(イ) インターネット契約者又はＴＶ
契約者からの請求であって、その請
求がインターネットサービス又はＴ
Ｖサービスの提供を開始した日以降
に行われた場合 

１利用契約
ごとに 

税抜額 800円  
（税込額 880円） 

備考 １の利用契約者からの申込み又は請求により、１のユーザコードに係る次の工事に
ついて、同時に２以上の工事を施工する場合は、次の工事ごとに、それらの工事費のう
ち、１の工事の工事費を適用します。 
① アに関する工事 
② イに関する工事 
③ 当社の有料放送役務契約約款に定めるＴＶサービスの契約締結に関する工事 

 

3) 電気通信番号に関する工事費 

区分 単位 料金額 

電気通信番号の変更に関する工事 １の工事ごとに 税抜額2,000円（税込額2,200円） 

 

4) 修理又は移設に関する工事費 

区分 単位 料金額 

(ア) 修理工事 

① ＦＴＴＨ接続回線に係るもの 

② 回線終端装置に係るもの 

 

１の工事ごとに 

１の工事ごとに 

 

 

税抜額10,000円(税込額11,000円) 

税抜額14,000円(税込15,400円) 

 

(イ) 移設工事 

① ＦＴＴＨ接続回線に係るもの 

② 回線終端装置及びに係るもの 

 

１の工事ごとに 

１の工事ごとに 

 

 

税抜額10,000円(税込額11,000円) 

税抜額2,000円(税込額2,200円) 



 

 

第５ 附帯サービスに関する料金等 

１ 重複掲載料 

1) 適用 

 重複掲載料の適用については、別記８（重複掲載料）の規定のとおりとします。 

2) 料金額 

区分 単位 料金額 

重複掲載料 １掲載ごとに年額 税抜額500円（税込額550円） 

 

２ 音声通信明細書の発行料 

1) 適用 

 音声通信明細書の発行料の適用については、別記 15（音声通信明細書の発行）の規定のとお

りとします。 

2) 料金額 

区分 単位 料金額 

発行料 １発行ごとに 税抜額100円（税込額110円） 

 

３ 端末設備に係る料金 

1） 適用 

 端末設備に係る工事に関する費用の適用については、別記 18（端末設備の提供）の規定に

よるとおりとします。 

2） 料金額 

区分 単位 料金額 

ＶＤＳＬ装置等のポートの収

容の変更に関する工事 
１の工事ごとに 税抜額6,000円（税込額6,600円） 

４ 支払証明書の発行手数料 

1) 適用 

 支払証明書の発行手数料の適用については、別記21（支払証明書の発行）の規定によるほか、

次のとおりとします。 

支払証明書の発行手

数料の適用 

基本契約者又は利用契約者は、２料金額の規定にかかわらず、特定事業者

が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合

を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 

 

2) 料金額 

区分 単位 料金額 

支払証明書発行手数料 支払証明書の発行１回ごとに 税抜額400円（税込額440円） 

(注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場

合があります。 

 

 

 



 

 

５ 払込取扱票の発行等手数料 
1) 適用 

払込取扱票の発行等手数料の適用については、別記 22（払込取扱票の発行等）の 
規定によるほか、次のとおりとします。 

払込取扱票の発行等手数料の適用 
払 込 取
扱 票 の
発 行 等
手 数 料
の適用 

基本契約者又は利用契約者は、そのＦＴＴＨ接続回線について、以下のいずれ
かに該当する場合、2)（料金額）の規定にかかわらず、払込取扱票発行等手数
料の支払いを要しません。 
(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含み
ます。）であるとき。 

(２) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 
 

2) 料金額 
区分 単位 料金額 

払込取扱票発行等手数料 
（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごと
に 

税抜額 230円（税込額253円） 

 
６ 窓口取扱等手数料 
(１) 料金額 

区分 単位 料金額 
窓口取扱等手数料 
（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び書面請求書の
発行１回ごとに 

税抜額430円（税込額473円） 



 

 

第６ ユニバーサルサービス料 

１ 適用 

 ユニバーサルサービス料の適用については、第 51 条の２（ユニバーサルサービス料の支払義

務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービ

ス料の適用 

ア ユニバーサルサービス料は 1 のＦＴＴＨ電話契約にかかる電気通信番

号ごとに適用します。 

イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

ウ その料金月の末日にＦＴＴＨ電話の提供の開始があったとき又は接続

休止をしているときは、第 51 条の２規定にかかわらず、その料金月にお

けるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 

エ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 

 

２ 料金額 

区分 料金額（月額） 

ユニバーサルサービス料 
ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページ

に規定する「ユニバーサルサービス料」の額 

(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 

 

第７ 電話リレーサービス料 

１ 適用 

 電話リレーサービス料の適用については、第 46 条の３（電話リレーサービス料の支払義務）の

規定によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービス料の適用 

電話リレーサービス料の適用 

ア 電話リレーサービス料は１のＦＴＴＨ電話契約にかかる電

気通信番号ごとに適用します。 

イ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

ウ その料金月の末日にＦＴＴＨ電話の提供の開始があったと

き又は接続休止をしているときは、第 46 条の２の規定にかか

わらず、その料金月における電話リレーサービス料の支払い

を要しません。 

エ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 

 

２ 料金額 

区分 料金額（月額） 

電話リレーサービス料 
電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに

規定する「電話リレーサービス料」の額 

(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/ 



 

 

別表１ 音声通信における当社又は他の電気通信事業者の電気通信サービスに係る契約等 

１ 当社又は他の電気通信事業者に係る契約等 

1) 当社に係るもの 

ア 携帯電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

沖縄セルラー電話株式会社 

ａｕ契約、プリペイド電話契約又

はローミング契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 
ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

 

   イ ａｕひかりビジネスサービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

沖縄セルラー電話株式会社 
ａｕひかりビジネス契約（音声通

信に係るものに限ります。） 

ａｕひかりビジネスサービ

ス契約約款 

 

  2） 特定事業者に係るもの 

   ア 電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

ダイレクト通信契約又は臨時ダイ

レクト通信契約 
電話サービス等契約約款 

電話会議契約 電話サービス等契約約款 

 

イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 
ダイレクト通信契約又は臨時ダイ

レクト通信契約 
電話サービス等契約約款 

 

ウ 携帯電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

ａｕ契約、プリペイド電話契約、

定期前払ａｕ契約又はローミング

契約 

ａｕ（ＷＩＮ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 
ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

 

 

 

 



 

 

エ ＦＴＴＨサービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 ＦＴＴＨ電話契約 ＦＴＴＨサービス契約約款 

 

オ 光ダイレクトサービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 光ダイレクト電話契約 
光ダイレクトサービス契約

約款 

 

 

カ メタルプラス電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 メタルプラス電話契約 
メタルプラス電話サービス

契約約款 

 

キ ケーブルプラス電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 ケーブルプラス電話契約 
ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款 

 

ク インターネット接続サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

インターネット接続サービス利用

契約（音声通信に係るものに限り

ます。 

インターネット接続サービ

ス契約約款 

 

ケ 総合オープン通信網サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

総合オープン通信網契約（音声通

信に係るものに限ります。）又は

臨時総合オープン通信網契約（音

声通信に係るものに限ります。） 

総合オープン通信網サービ

ス契約約款 

 

コ デジタルデータサービスに係るもの 

削除 

 

サ イーサネット通信サービスに係るもの 

削除 



 

 

シ ＫＤＤＩペーパーレスＦＡＸサービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 ペーパーレスＦＡＸ等提供契約 
ペーパーレスＦＡＸ等提供

サービス契約約款 

 

   ス ａｕひかりビジネスサービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 
ａｕひかりビジネス契約（音声通

信に係るものに限ります。） 

ａｕひかりビジネスサービ

ス契約約款 

 

   セ イントラネットＩＰ電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 イントラネットＩＰ電話契約 
イントラネットＩＰ電話サ

ービス契約約款 

 

ソ マンションプラス電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 マンションプラス電話契約 
マンションプラス電話サー

ビス契約約款 

 

3) 協定事業者に係るもの 

ア 電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 

加入電話契約、臨時加入電話契

約、着信用電話契約又は緊急通報

用電話契約 

電話サービス契約約款 

西日本電信電話株式会社 

加入電話契約、臨時加入電話契

約、着信用電話契約又は緊急通報

用電話契約 

電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 

ダイレクト電話契約、臨時ダイレ

クト電話契約、加入電話契約又は

ストレート電話契約 

電話サービス等契約約款 

ベライゾン ジャパン合同会

社 
電話等加入契約 電話サービス等契約約款 

フュージョン・コミュニケー

ションズ株式会社 
電話契約、直加入電話契約 電話サービス等契約約款 

アルテリア・ネットワークス

株式会社 
電話契約等 電話サービス契約約款 



 

 

ＪＣＯＭ株式会社 
卸電気通信役務の提供に関する契

約書に基づく契約 
－ 

株式会社アイ・ピー・エス 国内電話サービス提供契約 国内電話サービス約款 

 

イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 
第１種契約、臨時第１種契約、第

２種契約又は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

西日本電信電話株式会社 
第１種契約、臨時第１種契約、第

２種契約又は臨時第２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 
専用アクセス契約 電話サービス等契約約款 

ソフトバンク株式会社 

ディジタルダイレクト通信契約、

臨時ディジタルダイレクト通信契

約、ディジタル加入通信契約又は

ディジタルストレート通信契約 

電話サービス等契約約款

款、ＩＳＤＮ契約約款 

ベライゾン ジャパン合同会

社 
電話等加入契約 電話サービス等契約約款 

ＫＶＨ株式会社 

ＩＳＤＮ契約、共用型マネージド

ＩＰ－ＰＢＸ契約又は専用型マネ

ージドＩＰ－ＰＢＸ契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

楽天モバイル株式会社 直加入通信契約 電話サービス等契約約款 

中部テレコミュニケーション

株式会社 

第１種総合デジタル通信サービス

契約、短期第１種総合デジタル通

信サービス契約、第２種総合デジ

タル通信サービス契約又は短期第

２種総合デジタル通信サービス契

約 

総合デジタル通信サービス

契約約款 

株式会社ケイ・オプティコム 第１種契約又は第２種契約 
総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

九州通信ネットワーク株式会

社 
第１種契約又は第２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

 

ウ ＩＰ電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 
音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

西日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 
音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ 第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸ契 ＩＰ通信網サービス契約約



 

 

ケーションズ株式会社 約 款 

株式会社トークネット 
第２種ＩＰ電話契約又は第３種Ｉ

Ｐ電話契約 
ＩＰ電話サービス契約約款 

中部テレコミュニケーション

株式会社 

第２種ＩＰセントレックスサービ

ス契約 
ＩＰ電話サービス契約約款 

光電話サービス契約 光電話サービス契約約款 

オフィス光電話サービス契約 
オフィス光電話サービス契

約約款 

光電話集合単体サービス契約 
光電話集合単体サービス契

約約款 

株式会社ケイ・オプティコム 
ＩＰ電話サービス契約 

音声利用ＩＰ通信網サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

   

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 

光電話サービス契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ

ＵＥｔｖ）契約約款 

光電話サービス（ピカラテ

レビあなん）契約約款 

光電話サービス（ピカラＵ

ＣＡＴ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ

ＶＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＩ

ＣＫ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ愛

媛ＣＡＴＶ専用サービス

用）契約約款 

光電話サービス（ピカラよ

さこい）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＣＢ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＫ

ＢＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ西

予）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＴＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ海



 

 

部）契約約款 

光電話サービス（ピカラ石

井ＣＡＴＶ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ宇

和島市専用サービス用）契

約約款 

ビジネス光電話サービス契

約約款 

ビジネス光電話サービス

（愛媛ＣＡＴＶ専用サービ

ス用）契約約款 

アルテリア・ネットワークス

株式会社 
直加入契約 直加入サービス契約約款 

ＪＣＯＭ株式会社 プライマリ電話契約 
プライマリ電話サービス契

約約款 

九州通信ネットワーク株式会

社 
第２種ＩＰ電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 
第３種ＩＰ電話契約又は第４種Ｉ

Ｐ電話契約 
ＩＰ電話サービス契約約款 

楽天モバイル株式会社 
直収電話契約又は特定ＩＰ電話契

約 
電話サービス等契約約款 

株式会社エネコム 
ＩＰ電話サービスに係る第１種第

４類契約 
ＩＰ電話サービス契約約款 

ＫＶＨ株式会社 ＩＰ電話契約 電話等サービス契約約款 

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式

会社 
ＩＰ電話契約 電話サービス等契約約款 

 

エ 携帯電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社ＮＴＴドコモ 

ＦＯＭＡサービスに係る契約 ＦＯＭＡサービス契約約款 

Ｘｉサービスに係る契約 Ｘｉサービス契約約款 

衛星電話サービスに係る契約 衛星電話サービス契約約款 

ワイドスター通信サービスに係る

契約 

ワイドスター通信サービス

契約約款 

ソフトバンク株式会社 ３Ｇ通信サービスに係る契約 ３Ｇ通信サービス契約約款 

ワイモバイル株式会社 
ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービスに係

る契約 

ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービ

ス契約約款（電話・データ

通信編） 

備考 



 

 

契約の種類は、上記に定めるものであって、音声通信を行うことができるものに限ります。 

 

オ ＰＨＳ事業者に係る加入電話等設備に係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

株式会社ウィルコム 一般ウィルコム通信契約 
ウィルコム通信サービス契

約約款 

 



 

 

別表２ 外国との音声通信に係る取扱地域等 

１ 自動音声通信 

区分 取扱地域 

アジア１ 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国（香港及びマカオを除き

ます。）、香港 

アジア２ 台湾 

アジア３ インドネシア共和国、タイ王国 

アジア４ ブルネイ・ダルサラーム国 

アジア５ マカオ 

アジア６ モンゴル国 

アジア７ インド 

アジア８ スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共

和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和

国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 

アジア９ アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプロス共和

国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王国、

シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 

アジア１０ 東ティモール 

アジア１１ 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア１２ カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 

アジア１３ イエメン共和国 

アジア１４ アフガニスタン・イスラム共和国 

アジア１５ イラク共和国、イラン・イスラム共和国 

アジア１６ フィリピン共和国 

アジア１７ マレーシア 

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプ

ト・アラブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、

カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、ザンビ

ア共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セネガル共和国、セントヘレ

ナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、ト

ーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和

国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、

マイヨット島、マラウイ共和、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダ

ン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザン

ビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト



 

 

王国、レユニオン 

アフリカ２ アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和

国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和国、

赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカ

ル共和国 

アフリカ３ ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリ

ンシペ民主共和国、チャド共和国 

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）、アラスカ 

アメリカ２ カナダ 

アメリカ３ サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 

アメリカ４ トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 

アメリカ５ アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレー

ト・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、

セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナディーン

諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミ

ニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸

島、マルティニク、モンセラット 

アメリカ６ バハマ国 

アメリカ７ ブラジル連邦共和国 

アメリカ８ ペルー共和国 

アメリカ９ アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサ

ルバドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和

国、コロンビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和

国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・

ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国 

アメリカ１０ フォークランド諸島 

オセアニア１ グアム、サイパン 

オセアニア２ ハワイ 

オセアニア３ オーストラリア 

オセアニア４ クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド 

オセアニア５ ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシア

連邦 

オセアニア６ マーシャル諸島共和国 

オセアニア７ バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、

トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュ



 

 

ー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア 

ヨーロッパ１ グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フ

ランス共和国 

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 

ヨーロッパ３ アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、

バチカン市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリ

シャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス

連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク

王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和

国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 

ヨーロッパ４ アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニ

ア共和国、カザフスタン共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバ

キア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハ

ンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、

モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシ

ア連邦 

ヨーロッパ５ コソボ共和国、トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 

ヨーロッパ６ アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 

特定衛星端末１ スラーヤー 

特定衛星端末２ イリジウム 

特定衛星端末６ インマルサットサービス（64kbps の Audio/Speach モード以外の場合に限

ります｡)  

特定衛星端末７ インマルサットサービス（64kbps の Audio/Speech モードの場合に限りま

す｡) 

国際ネットワーク１ Orange S.A.が提供する国際ネットワーク 

国際ネットワーク２ Transatelが提供する国際ネットワーク 

 

２ 非自動音声通信 

区分 取扱地域 

アジア１ 【大韓民国】 

アジア２ 香港、【マカオ】 

アジア３ 【中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）】 

アジア４ 【台湾】 

アジア５ 【シンガポール共和国】 



 

 

アジア６ 【フィリピン共和国】 

アジア７ 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、ブルネイ・ダルサラーム国、

【マレーシア】、東ティモール 

アジア８ 【カンボジア王国】、【ベトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和

国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 

アジア９ 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア１０ インド 

アジア１１ 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イ

スラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共

和国 

アジア１２ 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和

国】、イラン・イスラム共和国、オマーン、カタール国、キプラス共和

国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バー

レーン国】、ヨルダン・ハシェミット王国、レバノン共和国 

アジア１３ アフガニスタン・イスラム共和国 

アフリカ１ アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン

ダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エ

リトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメル

ーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニ

ア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ

民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラ

レオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブ

エ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、赤道

ギニア共和国、【セネガル共和国】、セントヘレナ島、ソマリア共和国、

タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア

共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジ

ェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワ

ナ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共

和和国、【南アフリカ共和国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和

国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、【モロッコ王

国】、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン 

アフリカ２ ディエゴ・ガルシア 

アフリカ３ 西サハラ 

アメリカ１ 【アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）】、【アラスカ】 

アメリカ２ 【カナダ】 

アメリカ３ サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 

アメリカ４ アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレー



 

 

ト・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネイ

ビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミ

ニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバド

ス、【プエルト・リーコ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モン

セラット 

アメリカ５ エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、【コスタリカ共和国】、ニカ

ラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 

アメリカ６ ブラジル連邦共和国 

アメリカ７ 【ペルー共和国】 

アメリカ８ 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガ

イアナ共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】、

【パラグアイ共和国】、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネ

ズエラ・ボリバル共和国】、【ボリビア共和国】 

オセアニア１ 【グアム】、【サイパン】 

オセアニア２ 【ハワイ】 

オセアニア３ 【オーストラリア】 

オセアニア４ 【ニュージーランド】 

オセアニア５ キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、ト

ケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、

ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、【パラオ共和国】、バヌア

ツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモア、マ

ーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 

オセアニア６ 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 

オセアニア７ ウェーキ島、ミッドウェー 

ヨーロッパ１ 【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国】 

ヨーロッパ２ アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公

国】 

ヨーロッパ３ 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチ

カン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン

公国】、【ルクセンブルク大公国】 

ヨーロッパ４ アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オース

トリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンラン

ド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北ア

フリカ】、【デンマーク王国】、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロ

ー諸島、フィンランド共和国、【ポルトガル共和国】、【マディラ諸

島】、マルタ共和国 

ヨーロッパ５ アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクラ



 

 

イナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバ

キア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、

タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメニスタン、【ハンガリ

ー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共

和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和

国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ルーマニ

ア】、【ロシア連邦】 

特定衛星端末１ スラーヤー 

特定衛星端末２ イリジウム 

特定衛星端末６ インマルサットサービス（64kbps の Audio/Speach モード以外の場合に限

ります｡)     

特定衛星端末７ インマルサットサービス（64kbps の Audio/Speech モードの場合に限りま

す｡) 

国際ネットワーク１ Orange S.A.が提供する国際ネットワーク 

国際ネットワーク２ Transatelが提供する国際ネットワーク 

備考 【 】は第１種本邦着信音声通信の取扱地域をいいます。 

 



 

 

別表４ 番号規則第10条第１項第２号に規定する電気通信番号に係る特定事業者又は協定事業者 

事業者の名称 

ＫＤＤＩ株式会社 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

楽天モバイル株式会社 

ソフトバンク株式会社 

ＪＣＯＭ株式会社 

九州通信ネットワーク株式会社 

中部テレコミュニケーション株式会社 

株式会社オプテージ 

アルテリア・ネットワークス株式会社 

株式会社ＳＴＮｅｔ 

株式会社トークネット 

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

株式会社エネコム 

株式会社アイ・ピ－・エス 

Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社 

株式会社コムスクエア 

株式会社ハイスタンダード 

 



 

 

 附則（ローミングサービスに関する経過措置） 
１ この改正規定は、平成２５年４月１７日から実施します。 
２ 削除３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ 平成２５年４月１７日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。 

（料金等の支払に関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年２月２４日から実施します。 

（料金等の支払に関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。 

（料金等の支払に関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年６月１日から実施します。 

（料金等の支払に関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年７月１日から実施します。 

 

 



 

 

 
附則 
（実施時期） 
１ この改正規定は、平成２７年１１月１日から実施します。 
（料金等の支払いに関する経過措置） 
２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その
他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月１７日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年１２月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年３月１８日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年７月１日から実施します。 

（メタルプラス電話サービス等の廃止等に関する経過措置） 

２ 削除 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 



 

 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２８年７月１日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年１２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２９年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成29年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成29年 7月31日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成30年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成30年 2月16日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成30年３月１日から実施します。 

 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成30年５月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成30年９月２６日から実施します 

 

 

附則 

この改正規定は、平成31年１月１６日から実施します 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和元年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和元年 11月19日から実施します。 

（着信転送サービスの提供に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際、現にＦＴＴＨ電話契約を締結している場合（そのＦＴＴＨ電話契約

に係る着信転送サービスの提供の請求を当社が承諾している場合を除きます｡)、この改正規定実

施の際に、そのＦＴＴＨ電話契約について、着信転送サービスの提供の請求があり当社が承諾し

たものとみなして取り扱います。 

３ 当社は、前項の取扱いを行ったＦＴＴＨ電話契約について、当社所定の方法により、ＦＴＴ

Ｈ電話契約者から着信転送サービスの利用開始の請求があった場合に、その付加機能の提供を開

始します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和２年３月２６日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、令和２年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年５月 21日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年 10月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年 11月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和２年 12月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 

 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年３月 23 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年６月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年９月２日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年９月 29 日午前９時から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信 

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和３年 11月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ 利用契約者は、この改正規定実施の日の前日以前に番号規則別表第５号に規定する電気通信

番号に係る音声通信を開始し、改正規定実施の日以降に終了した場合、改正前の規定に基づき、

その音声通信に係る利用料の支払いを要します。 



 

 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

１ この改正規定は、令和３年 11月17日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信 

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附則 

この改正規定は、令和４年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和４年１月 20日から実施します。 

（付加機能等の一部の提供終了） 

２ 当社は、令和４年３月 31 日をもって、パケット通信アクセスサービス及びモバイルアクセス

回線に係るインターネットサービスの提供を終了します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年 10月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

 

 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和４年 11月１日から実施します。 

（その他） 

２ 令和４年６月 30 日から実施の附則第４項中「令和４年７月１日から令和４年 11 月以降の当

社が別に定める日までの間」を「令和４年７月１日から令和４年 11 月 30 日までの間」に改めま

す。 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年 12月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和５年１月１日から実施します。 

 
附則 
（実施時期） 
１ この改正規定は、令和５年３月１日午前０時 00 分 00 秒以降に開始した音声通信について実
施します。 

（利用料の支払いに関する取扱い） 
２ この改正規定実施までの間のワイドスターⅡ（陸上）に係る加入電話等設備への音声通信に
係る利用料は、料金表第１（基本利用料）２（料金額）の規定にかかわらず、次表のとおりとし
ます。 

区分 料金額（23秒までごとに） 
利用料 税抜額10円(税込額11円) 

（料金等の支払いに関する経過措置） 
３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年２月 28日から実施します。 

（その他） 

２ 令和５年３月１日から実施の附則第２項中「第１種ワイドスター」を「ワイドスターⅡ（陸

上）」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年３月１日から実施します。 

ただし、この改正規定中、国際通話等の取扱地域に関する改定規定については、令和５年４月１

日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 

（ＰＨＳサービスの終了までの利用料の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定に関わらず、当社とＰＨＳ事業者（電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会

規則第 14 号）第６条第 ４項第６号に規定するＰＨＳの陸上移動局との間で行われる無線通信に

よる電気通信サービス（以下この附則において「ＰＨＳサービス」といいます｡)を提供する協定

事業者をいいます｡)との間の相互接続協定に基づく相互接続が終了するまでの間に行われた、Ｐ

ＨＳサービスに係る加入電話等設備への音声通信に係る利用料については、なお従前のとおりと

します。 

（料金等の支払いに関する経過措置）  

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年４月 13日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

 

附則  

（実施時期）  

１ この改正規定は、令和５年９月１日から実施します。  

ただし、この改正規定中、収納手数料及び附帯サービスに関する料金等に関する改正規 

定は、令和５年 12 月１日から実施します。  

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった収納手数料及び附帯サー 

ビスに関する料金等については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年 9月30日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和６年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 



 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年３月１日から実施します。 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附則  

（実施時期）  

１ この改定規定は、令和６年３月４日から実施します。  

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和６年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年 10月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、払込取扱票発行等手数料に関する改正規定については令和６年 12

月１日から実施します。 

（手数料の支払いに関する経過措置） 

２ 令和６年８月６日から令和６年９月 30 日までの間、次表の左欄に定める種類の手数料は、料

金表第５の６（窓口取扱等手数料）の規定に関わらず、次表の右欄に定める額とします。 

区分 単位 料金額 

窓口取扱等手数料  

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び書

面請求書の発行１

回ごとに 

税抜額400円 

(税込額440円) 

３ 令和６年８月６日から令和６年 11 月 30 日までの間、次表の左欄に定める種類の手数料は、

料金表第５の５（払込取扱票の発行等手数料）の規定に関わらず、次表の右欄に定める額としま

す。 

区分 単位 料金額 

払込取扱票発行等手

数料 （払込取扱票

発行手数料） 

払込取扱票の発行

１回ごとに 

税抜額200円 

(税込額220円) 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年９月２日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、別記 22 の２に関する改正規定については令和６年 12 月１日から

実施します。 



 

 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

 

附則 

この改定規定は、令和６年９月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年 12月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった収納手数料については、なお

従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年 11月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった収納手数料については、なお

従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和７年２月 14 日以降にＦＴＴＨサービスに係る料金その他の債務の支払いが

あったものから実施します。 


